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３月９日（火）に平塚市公園愛護会連絡協議会草

刈・低木刈込講習会が行われました。このような実技

講習会は連絡協議会として初めての試みでしたが、い

かがだったでしょうか。 

当日は、とても 3 月とは思えない寒さで、今にも雤

が降りだしそうな天気でした。それでも皆さま、講師

の話を真剣に聞いており、そんな姿に、日頃愛護会活

動に積極的に取り組まれていることを実感いたしま

した。 

平成 20 年度活動ｱﾝｹｰﾄ結果によると、日頃、草刈活

動をしていただいている愛護会が 95％を超えており

ますが、皆さまはどのような方法で草刈りをなさって

いますか。少しでも皆さまの活動の支援ができればと

考え、刈込鋏・刈払機を使っての講習会を行いました。 

刈払機については、今まで使ったことのない人もい

たかと思います。刈払機は効率の良い反面、正しい使

い方をしないと、作業をしている人が怪我をしたり、

周りの人に怪我をさせたりしてしまう危険性があり

ます。特に公園は大勢の方が常に出入りする場所であ

るため、安全を確保することに十分注意しなくてはな

りません。刈払機自体の操作は難しいことはありませ

んので、使い方を覚えれば女性にも扱える機械です。 

ぜひ、この講習会で学んだことを他の会員の方にも

広めていただき、皆さまの今後の愛護会活動に活かし

ていただければと思います。 

 

寒い中、大勢の方にお集まりいただき、大変ありが

とうございました。 

 

 



  

平塚市内には桜のきれいな公園がたくさんあります。 

毎年、桜が咲くのを待ち望んでいる方もいるのではないでしょうか。 

3 月下旬から 4 月上旬にかけて、皆さまが活動されている公園でもお花見に来られる方がいらっしゃる

かと思います。 

お花見をする際には気をつけていただきたいことがいくつかあります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前号でお伝えしました、明石町公園の 

桜（オカメザクラ）がきれいに花を咲かせました！ 

写真では中々分かりづらいですが、 

可愛らしい花を咲かせています。 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

最近、公園内で犬などに関するトラブルが増えています。みんなが使いやすい公園になるようマナー

はしっかり守りましょう。それでは、犬に関して寄せられた質問を紹介します。 

 

Ｑ：公園で犬を放し飼いにしてはいけないのか。 

Ａ：公園は、誰もが自由に利用できる場である一方で、大勢の人が同時に利用する場でもあります。公

園の利用者の中には、犬を怖いと考える方もいますので、犬の引き綱やリードは絶対に離さないで

ください。平塚市では公共の場所において、犬を散歩させる時は犬を引き綱やリードでつなぎ、コ

ントロールするよう「平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例」で定めています。 

 

参考 

平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例より抜粋 

（犬及び猫の管理） 

第１３条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所において移動し、又は運動させるときは、

常に引き綱等により制御しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

各愛護会の皆さまには、日頃公園清掃にご協力いただき、大変感謝しております。 

今一度ここでごみの出し方について確認します。 

 

清掃・除草で出たごみは、みどり公園・水辺課へご連絡いただければ回収いたします。（必ずしも 

当日中に回収はできませんのでご了承ください。） 

ご連絡の際には、 

 

 

 

 

をお知らせください。必ず作業後に連絡をお願いします。 

事前に「毎週○曜日に清掃を行っているので、その後回収をお願いします」というようなことは、天

候等による中止で清掃されたかどうかを把握するのが難しいので、約束できません。お手数をおかけし

ますが、ごみが発生しましたら、その都度ご連絡をお願いいたします。また、ごみは回収しやすいよう

ごみ袋にまとめ、樹木の剪定や低木の刈込で出た枝等は小さく切って紐で結ぶ、又はごみ袋にまとめて

ください。みなさまのご協力をお願いいたします。  

 



 

 

 

 今年も愛護会活動にご尽力いただき、本当にありがとうございました。各

愛護会の皆さまのご協力により、この１年間も多くの方々に気持ちよく公園

を利用してもらうことができたと思います。重ねてお礼申し上げます。来年

度も引き続き、ご協力をお願いいたします。 

 

 さて、新年度に入りますと、平成２２年度の交付金申請の時期となります。 

４月上旬に申請書類一式を平成２１年度の会長様宛に送らせていただきますので、

必要事項を記入の上、必ず期日内に提出をお願いいたします。 

４月から新しい会長に引き継ぐ、会計の方は別の人…というようなこともあるか

と思いますので、お手元に書類が届き次第、お早めに対応をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、平塚市には 264 箇所の公園が整備されており、 

そのうち 160 箇所の公園に愛護会が設立されております。 

皆さまのお近くの公園で、まだ愛護会が設立されていない 

公園がありましたら、ぜひ声かけをして愛護会の設立を 

呼び掛けていただきたいと思います。 

なお、ご不明な点は、みどり公園・水辺課までご連絡下さい。 

 

 

 

AAiiggoo～～愛愛護護～～  
この会報は、会員皆様の各公園を紹介しています。日頃の清掃や花壇の手入等、写真や記事を募集しています。 

出張取材にも伺います。お電話お待ちしています！！ 

公園愛護会に所属の会員の方々の力をお借りして、内容をより充実したものにしていきたいと思っています。     

○公園や緑、花が大好きな方 

○会報を作ってみたい方 

○まちづくりに興味のある方 

誌面づくりに参加いただける方を随時募集しています。  

（メールやお便りによるお手伝いも大歓迎です。） 

問合先                 

平塚市役所みどり公園・水辺課  

電話:0463-23-1111 内線 2176･2515     

メール:midori.@.city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 

 

 


